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証言では、次々に携帯電話の新機種が作 ら

れるとき、そのマニュアルづ くりに現場が

どのように大変であったかが明 らかにな り

ま した。加 えて昨年秋か らは、裁判官か ら

うつ病 に関す るアメ リカの文献が提示 さ

れ、 うつ病が長引いた場合の業務に対す る

影響など、深 く考察す ることが出来るよう

にな り、裁判 を優位 に展開できま した。 こ

れも一重に皆様の御支援の賜 と考えます。

損害賠償で和解成立
ソフトバンク・小出発さん過労自死事件

熙
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6月 2日 (火)、小出発 さん ノフ トバ ン

ク損害賠償請求裁判 は和解調印 され ま し

た。
一

審 。名古屋地裁では敗訴 していま した

ので厳 しい状況 と思つていま した。しか し、

名古屋高裁では、支援の輪 も大きく広が り、

莞 さんの主治医の証言 と元同僚の証言が採

用 され、 うつ病について裁判所の認識を改

めるのに役立ちま した。 さらに、元同僚の
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労奨認定に向けて手続きを継続中

以上の経過 を踏まえ、裁判官か ら和解の

勧告が出されていま した③和解の内容は、

基本的には損害賠償請求に対 し、
一応評価

できる金額が提示 され、これをもとに、双

方の弁護士が話 しをつめた結果、和解 に至

りま した。

これまで皆様か ら頂いた署名は 3万 余筆

を超 え、これまで開かれた公判に傍聴にき

ていただいた多 くの皆様の温かいご支援に

深 く感謝 申し上げます。

ただ、和解の条件の中に、公表を避 ける

部分が入れ られたために、支援す る会 も和

解内容の詳細については聞いていません。

しか し、これまで温かいご支援 を頂いた団

体 。個人の方々には、報告義務があると考

え紙面をお借 りし関係各位にお知 らせ した

次第です。

なお ご遺族はこの間労災認定請求 も行つ

ていま したが、名古屋西労基署は不当にも

長い間の温角lいご支
あLiがこ

ほ
ど ぜいきした

控訴人・小出 典 子

ソフ トバ ンク過労 自死裁判 にお きま し

ては多 くの皆様に長い問ご支援 をいただき

ま したことを心 よりお礼申し上げます。 6

月 2日 に名古屋高裁で会社側 と円満に和解

いた しま した。
一

審では、配転命令により

うつ病が悪化 したことの困果関係を認 めた

ものの、 自殺についての予見可能性はなか

った として原告の請求を棄却 したため、私

達は精神的にも元気がなくな り、なにもか

も信 じられなくな りま した。 し か し、この

よ うな時も辛 く苦 しんでいる私達を弁護士

不認定の決定を しま した。 これを不服 とし

て、現在、愛知労働局へ審査請求をしてい

ます。審査請求 も認 め られなければ、中央

審査会に再審査請求を行 う予定です。再審

査請求後 3ケ 月を経過 した ら、行政訴訟 も

可能です。

精神疾患の労災認定では、労基署は時代

遅れの認定基準で判断す るので、「不認定」

にされる事案がほとん どですが、損害賠償

裁判が和解 になった こと、す なわち、 「ソ

フ トバンクに一定の責任があると認め られ

たこと」は、労災認定に向けてプラスの要

因として作用することは間違いない と確信

しています。

職場の中で過労 自死 を許 さない闘いはま

だまだ今後 も続 きますので、皆 さまのご支

援 をよろしくお願いいた します。

(支援する会事務局長:宮崎 脩 一)

や支援する会会長をは じめ、多 くの皆様に

暖か く見守つていただきま した。お陰様で

控訴審でがんばる気力をいただきま した。

この和解は、毎回傍聴席 を満席に していた

だいた、
一人一人のご支援が大き輸になつ

て実現 したものです。

厳 しい裁判で したが、本当に永い間、ご

支援 をいただいたことに心よりお礼申し上

げます。また、和解報告集会で皆様 とよろ

こびを分かち合いたい と思います。あ りが

とうございま した。
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男薗じ亀殴
Jい 毛矛屯r翌 ビ 宅うH卜 言青 とユ寄尋雪吉 ‐ m十 寸孝羊離毒引卜すが寄籍着轟

6月20日、東京 。新宿において 「精神障

害の判断指針の見直 しJを テーマ とす る、

岡村親宣弁護士の講演があ りま した。

2009年4月、厚生労働省 は 「フト理的負荷

による精神障害等に係 る業務上外の判断指

針」 (以下 「判断指針」 とい う)を 一部改

正 しま した。         ,

労災認定基準 となる 「判断指針」は1999

年に制定 され10年ぶ りに改定されま した。

よく矢日られているように、 自殺者ヤま1998

年 よ り11年連続 して 3万 人 を超 えていま

す。しか し、過労 自殺の労災申請は少なく、

認定 され る件数はごく一部です。

1998年は申請 42件 で、認定 されたのは

4件 です。 (認定率9.5%)2008年 でモ)中請

927件 、認 定は 269件 です。 (認定率

29.0%)

「判断指針」は31項目あ りますが、今回

新たに12項目が加わ り8項 目の記述が改定

され ました。労災認定の重要なポイン トに

な るス トレスの強度皿 (5会)と なったのは、

「ひ どい嫌が らせ、い じめ、又は暴行を受

けたJ(い わゆるパ ワハラ)と い う 1項 目

だけです。

今回の 「判断指針Jの 見直 し検討会の メ

ンバーは医師のみ、厚労省は 「判断指針」

は正 しい との立場に立ってげヽます。

岡村弁護 士は、「今回の見直 しでは深刻

な過労 自殺問題に適 切に対応す ることは出

来ない し、適正な労災補償 も実施す ること

は出来ない、」 と指摘 ヒ/ました。

今回の 「判断指針」改正の基 となつた報

告書をまとめた原 田座長 t)「医者 として思

うに、今回の改正は精神障害の実情に合わ

ない1と 語つています。すなわち、滅多に

ない事1牛 (ライフイベ ン ト)に よる急性 ス

トレスは労災認定の要素にな り得 るが、長

時間の 日常的な煩わ しさ (デイ リィ ・ハ ッ

スルズ)に よる慢性 ス トレスは認定要素 と

して殆 ど考慮 されていない。

岡村 弁護士 は、2003年

7月 の トヨタ 自動車 A氏

過労 自死事件名古屋高裁

判決 を例 と して、厚 労省

の労 災認 定の考 え方 を批

判 しま した。 この事件 の

概要は次の とお りです。   岡 村弁護士

自動車の設計業務に従事 していた被災者

は、連 日の長時間過密労働で心身 とも疲れ

ていました。そこへ労働組合の職場委員長

就任、南アフ リカ出張の命令があ り、 う つ

症状が急激に悪化、飛び降 り自殺 した事件

です。

行政側 は、① 設 計図の提出期限を守 る

ことは 日常的な業務である。② 労 働組合

の仕事は業務 と関係がない。③ 南 アフ リ

カ出張は特別の負担ではない、と労災不認

定 としま したc

名古屋高裁は、次のよ うに判断 しま した。

① 幾 種類 t)の設計図の提出期限が守れな

いのでは、 とい う不安は相当の心理的負荷

である。② 労 働組合の仕事で、迫った業

務の時間が とられ、 さらに仕事が遅れ ると

い う焦燥。③ 南 アフ リカ出張 と第一次試

作設計図の提出期限が重なっていること。

これ に少が相乗的に影響 しあって うつ病を発

席 した、 と行政側の主張を退けま した。

岡村弁護 士は、「判断指針Jは 一部改正

ではなく全面的に見直すべきである、 と強

調 しました。 ス トレスの強度 I(軽 )や 工

(中)力も くヽつあつてもllI(強)に 言亥当 し

ない と認定 されない現行のや り方は巌 しす

ぎる。 また、認定項 目を大幅に増や し職場

の実態に合 うよ うに しなければな らない、

と話 しました。そ うなれば、労災申請 t)多

くなるだろ うし、申請の半数は認められ る

のではないかっ何 よりも過労死、過労 自殺

をなくすためにねば り強 くこの運動に取 り

組んでゆこう、 と結ばれま した。

(文責:大家 信 義)
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Aこ しての尊簾を守叫

健康で働こう
=第 5回労働安全衛生中央学校 (100名参加、6月4～ 5日 ・東京で開催)報告=

◆働き方を変えていのちを守ろう

◆労安法規と安全な職場づくり (講師 :古市泰久全労働中央執行委員)

開講講演で福地保馬全国センター理事長

は労働基準法が制定 された1947年にさかの

ぼって検証。特にこの20年は相次 ぐ労働法

制の緩和で変形労働時間制の導入や派遣労

働の拡大 ・成果主義賃金など、労働法制は

骨抜 きされた として、その結果精神障害や

過 労 自死が急増 とい う現状 を報告 しま し

た。

印象深かつた言葉は 「その時々の労働者

の健康状態は、その時々の働 き方を反映 し

ている」 として歴史を掘 り起 こし、人間 ら

第
一講義は職場の安衛活動で労働組合の

果たすべき役割が大きいこと。職場巡視 (点

検)時 に現場労働者 と対話などが提起 され

ま した。私がかつて4glJぃていた職場では社

長 (または所長)の安全巡視があると経路を

事前に大掃除 して、工場建屋の入 日で下級

職制が横 2列 に整列 してお出迎え、会社幹

部の後に労安課長や労組委員長が同行 して

足早に通過す る。
一行に出会った ら軽 く会

釈す るよ うにと周知徹底す る。評価 として

「安全通路が確保 されている」などと報告。

◆ス トレス ・疲労 ・健 康 につ いて (講師

第二講義 は適 当なス トレスは必要であ

り、きちん と対応 して緩和す ることが重要

だ と講演 されま した。

また、仕事上のス トレスはその質 と量の

積で表 し、ス トレスに負けないために質 と

量の どちらか減 らしやすい方か ら減 らす こ

しい働 き方に変えて健康な職場を作ろ うと

呼びかけま した。

これが 「安全巡視」で した。労基署が 「あれ

では大名行列」と皮 肉った程で した。労安

活動を形骸化 しないことです。

また、労働契約法第 5条 の安全配慮義務

で 「使用者は労働契約 に伴い労働者がその

生命、身体等の安全を確保 しつつ労働す る

ことができるよう必要な配慮をす るもの と

する」 と明記 されていますが、安全衛生法

で規定 されていない事項でも、使用者には

事業場内の安全配慮義務がある。 とい うこ

とを学んだことです。

!阿 部 員雄夏 目坂診療 所長 )

との重要性 を解 き明か しま した。

職場での疲労回復には休憩や職場の仲間

同士のお互いのコミニケーシ ョンが必要で

す。

深夜労働な ど体内時計を無視 した労働は

疲労の大きな負担 と語 りま した。

パネラーの皆さん
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ミニシンポは労安活動 と労働組合の役害」

で岩永千秋全国セ ンター事務局次長の司会

で行われま した。堀谷昌彦化学一
般労連執

行委員長 ・高橋信一全教中央執行委員 ・古

市泰久全労働 中央執行委員の各氏がそれぞ

れの職場の労安活動を述べ、会場か らの活

発な質疑があ りま した。

堀谷氏は安全衛生のシステムを提言③

① 今 ある労働環境 を改善 しなが ら進める

こと。② 新 しく導入 されるものに対する

事前評価 (アセスメン ト)に よる予防を提

言 しま した。 まとめで 「労安活動が活発な

職場では組合員の権利意識 も高 く、会話 も

盛んで人間関係 もよい」 と結んだのが印象

的で した。

高橋氏は学校現場で教師のメンタル疾患

が進み深刻な事態を報告。

その大きな原因は超長時間労働 と教師間の

◆ きかん し(株)の労安活動 を視察

二 日目は江東区の夢の島公園にほど近い

印Rll会社を視祭 しま した。

職場巡視の前に服部真 (東京社医研セン

ダー理事)先 生 より予備知識 としての着眼

点な どを学習 しま した。例えばVDT作 業

では机の下や裏側でコンセン トや コー ドが

絡み合つた り挨まみれのため漏電の危険が

あること、またデ ィスプ レー画面を見続け

るために照明 と採光のバラン系などの問題

が提起 され ま した。 (実際巡視す ると指摘

が生かされま した。)

印刷会社の社屋は、築五年の六階建てで

従業員 165名。 1～ 3階 を大型新聞印刷機

◆ミニシンポ労安活動、会場からの活発な質疑

パ ワハ ラなど、休職 中の教師が増 え続けて
います。 これでは子 どもの教育 どころでは

ない と思ったのが素直な感想です。また、
アスがストでも教師が石綿被害救済法で認
定され、アスベス トの撤去 も緊急課題です。

鈴木明男か ら 「元気な愛知」の裏側につ

いて報告 しま した。

トヨタ関連の労働者が次々 と派遣切 りさ

れ、生活保護 を受ける事態 となってる、同

時に労働災害 も頻繁に起きている。例えば

指を骨折す ると受診後、包帯を して職場に

戻 ると、「目立つか ら包帯を外 して手袋に

替えろ」 と指示 されてる。翌 日、被災者は

解雇 されて安全成績は無災害記録が更新 さ

れている現状を報告 しま した。

この報告にたい して古市氏は 「労災隠 し

は犯罪」である。人権問題 として対応す る

ことが重要だ と語 りま した。

が稼働 し、周辺に小型印刷機や梱包機械が

点在。営業や編集 。発送など機能が一
ヶ所

で発揮できる配置になっていま した。福利

厚生施設 も見学。社員食堂や体育室、談和

室、喫煙室、深夜労働者のための仮眠室、

風呂などが完備 していま した。

私はかって大型印刷機 と類似 したロール

の多い機械で働 きま した。 ロールに身体を

巻き込まれて重大災害が繰 り返 されていま

す。回転体へは手を触れない、触れた ら停

止す るシステムが必要です。安全上ヘルメ

ッ トや特化物の取扱いは手袋やマスクを着

用することです。 (文責 i鈴 木 明 男)

ト ピ ッ ク

トヨタ自動車

株 主 総 会 で

発

6月23日 トヨタ自動車の株主総会があ りま した。お よそ3500人の株主が集

ま り、私 も株 を買つて参加 し第 2会 場にいま した。質問の時間に挙手を し

たのが 3人 のためか、女性で 目立ったので しょうか発言の機会を得ました。

そこで、①社内の救急体制の改善 と、②創意工夫提案 を労働時間に入れ

るよ うに求めま した。会社側の回答は、あ りきた りの もので したが幹部に

直接訴えたのは初めてで、何か行動すれば収穫はあるものだ と思いま した。

トヨタ自動車株主 :内野 博 子

- 5 -



「こんな社会1過労J[)をこどもたちに脱さないようがればりますl

第6回総会で倉田利奈さん

6月 7日 、刈谷市民会館で 「倉田康弘 さ

んの過労死認定を求める会」第 6回 総会

が開かれ、弁護回の一
員である樽井弁護士

が記念講演を行いま した。

昨年 7月 8日 名古屋地裁 に提訴 して以

来、11月 20日 には口頭弁論で原告里奈 さ

んの涙なが らの陳述が傍聴者の感動を呼び

ま した。総会は 1年 で 6回 の公判、18回

の事務局会議、5回 のニュース発行、個人

会員 330人 、団体会員 6と な りま した。

この間、利奈 さんが団体への訴えや支援

す る会メンバーの公判傍聴、憲法記念 日に

は鶴舞公園で 「認定を求める署名」を行い

支援す る仲間 20人 の中に、二人のお子 さ

んも大 きな声で訴えていた事な どが報告 さ

れ ますした。会計報告、活動方針、役員選出

な どが行われま した。

倉田康弘さんが亡くなって、2008年末で

10年が経ったc妻 。利奈 さんが求めた公務

災害の認定に対 し、基金支部は2005年(H17)

に公務外の認定、審査請求に対 しては支部

審査会が2007年(H19)に案却、再審査請求

倉田公務奨書事件の経過と今後の課題

遺族のあい さつでは 「夫が亡 くなった と

き 『過労死 しかない』 と思つていました。

子 どt)たちに 『お父 さんは、真面 目で一生

懸命に働いていた』 ことをきちん と伝 えた

いとい う思いでがんばってきま した。 こん

な社会をこどモ)たちに手渡 さないよう、最

後までがんば ります。私のために多 くの人

が支えて くれて本当に感謝の気持 ちでいっ

ぱいです。Jと 決意が表明され ました。

(文責 :吉川正奉)

弁護団 樽 井 直 樹
は じ技対こ

に対 しては2008年 9月 に基金本部 が実却決

定を行 つた。
一方 、昨年 7月 、基金支部 を

相手 に、却下処分 の取 り消 しを求 める裁判

を起 こ した。これで 、合 円公務 災害事件 は、

倉 田訴訟 になったc

刈 谷 市 職

倉 田 康 弘 さ

公務

・・一一≡ヤ，一一鼠
一・一

（

ギザ

ぷ

2 裁 判で何が争われ てるのか

ア 公 務災害 (労働災害)と 認められ るた

めには公務 (業務)起 因性が必要、この

起因性については

なければこのよう

「この仕事 に就 いてい

な災害が発生 tンなか っ
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た」 とい うだけでな く、「法的に見て労

災補償 を認めるに足 る相当な関係」が必

要 (締当囚果関係)と されている。脳H乱

管疾患の場合、被災者には何 らかの基礎

的な病気が存在 している。そのため、病

気になったことは、本人の病気であって

仕事 とは関係がない とい う判断が横行 し

てきた。そこで、過労死をめぐる様々な

裁判が積み重ね られた。その結果 「基礎

疾患を自然的経過 を超えて増悪 させ る要

因 とな りうる過重負荷のある業務である

か どうか」 とV うヽ基準で判断す
｀
る判例が

形成 された。

これが、行政における認定基準の変更

をもた らした。 このため、脳血管障害の

認定例が増加 した。しか し認定基準には、

形式的判断に流 されやすいことと境界事

例における判断の難 しさといった問題が

内包 している

イ 倉 田さんの裁判では、改めて倉圏さん
｀
の仕事のi邑重性が争点 となつている。

① 倉 田さんの公務の過重性一長時間労働
キ

倉 田さんは、1991年(H3)に 刈谷市に

就職、当初水道部。 1996年(H8)4月 か

ら美術館 に。美術館移動後、定時に帰宅

できないようになった。裁判では、○残

業時間、休 日出勤の多さ、①早出出勤の

内容、①もちかえ り残業ういて立証に力

を入れている。

② 倉 田さんの公務の過重性―労働の質

この点については美術館の仕事が どの

ような丈)のなのかを調査 しなが ら、具体

私た ちは、 この裁判 を、合 腎]さんの仕事

の実態 を明 らかに し、過労死裁 判の多‖達点

に立 って闘 ってい く。 その 目的は、遺族の

的な立証を行いたい と思っている。特に

重要なことは1998年(H10)に行 われた機

1構改革によつて業務の しわ寄せが合 田さ

んに集中 していたことっ

もう一つの大きな問題は、倉且千さんの

死亡疾患、基礎疾患などう見るか とい う

こと.

ウ 倉 田さんの死亡原因は、くt)膜下出血

と見 られ る。 くt)膜 ド出血の原因は、、

災害直前の 「出来事」だけが原因ではな

く、「長時間労働による疲労の蓄積など、

慢性的長期にわたる過重負荷や休養不足

がヽ血本圧上昇を生 じ、脳動脈流の血管壁

の脆弱性の進行 とその回復過程を阻害す

るJこ とによって発症すると考えられる。

ところが、基金は、合田さんには脳動静

脈奇形があって、これが原因だ と圭張す

る。根拠は、倉門さんが30歳と若かった

こと。 この点について、専門家の協力を

得なが ら反論 をしてい くc

また、倉田さんは血圧が高いことが指

摘 されていた。高血圧の増進に長期にわ

たる長時間労働 による蓄積疲労など仕事

が要因 として関 与している声r能性がある

ことも主張 し/ていきたい。

問題だ と思 うのは、被告が、高血圧に

関す る本人の管理が不足 していた とい う

非難を加 えていること。そ もそ も健康診

断は何のために行われているのかが問わ

れ る。健康診断の結果に基づいて使用者

がまず配慮すべきであ り、被災者の 自己

責任を求めることは本木転倒である.

おわりに

救済、亡 くなった倉 田 さんの無念 を時 らす

こと、そ して この よ うな悲劇 を繰 り返 さな

いt邑労死のない社会 を作 ることにある。
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トヨタ・デンソー

損 害 賠 償 請 求

過労・うつ病裁判

◆デンソーからトヨタ本社へ出向

トヨタが世界制覇を 目指す うえで課題の
一つがデイーゼルエンジンの燃料噴射装置

の技術開発で した。川野 さんは1999年8月 、

デンソーか ら トヨタ本社エンジン設計室に

出向を命 じられて 「コモンレール式エンジ

ン」の開発業務に従事す ることにな りま し

た。

最先端技術開発部門で、 しかもは じめて

の業務であるにもかかわ らず、 ト ヨタ側の

上司は 「トヨタに来る人は即戦力の技術を

持っている」 ことを前提に仕事の指示があ

りま した。同僚は 目いつぱいの仕事を抱え

込んでいて とても彼 をサポー トす るゆとり

はあ りません。

長時間拘束がす ぐに始ま り、刈谷の住ま

いか ら トヨタヘの通勤 (片道 1時 間)を 入

れ ると帰宅は毎 日深夜 とな り、ついに翌20

00年 6月 に最初の うつ病を患い休職 しま し

た。

いったん寛解 したものの20幌年 7月 に 2

回 目を発症、2003年12月、刈谷監督署に労

災申し立てを行いま した。2004年4月 、健

康センターに相談にみえま した。 この時点

か ら同僚の金田さんのバ ックア ップを得る

ようにな り、以来監督署、裁判所で 5年 11

か月のたたかいを経て2008年11月に名古屋

地裁で勝利判決が確定 しま と/た。

判決の柱は、私たちが求めてやまない働

く人々に対する企業の 「安全配慮義務」の

周知を言い渡 したことにあ ります。

左から田巻・悔村・原告・岩井の各氏

(刈谷市民会館にて)

トヨタ、デ ンソー とい うトップ企業の労

働実態を社会に 「見える化」 し、勝利に導

いてきたのは、先輩たちが築いてきた運動

原則 に則 つた活動 を行 つた こ とにあ りま

す。

それは、①原告本人の頑張り②経験を積

んだ情熱あふれる弁護団のリー ド③ 日常の

運動をコツコツ実践する支援組織、この三

位一体が勝利を勝ち取つた力と言えます。

相手は トヨタ、今回はこれに加えて④全

トヨタ労働組合 (ATU)の 全面的なバッ

クアップ (川野さんも組合員)⑤ トヨタ研

究者の側面からの理論的支援 (参考、「ト

ヨタ企業集団と格差社会」ミネルヴァ書房、

「トヨタの労使関係」中京大学企業研究所

など)を 加えることができます。

トヨ字・手ン4/―に勝った:ll野され

行政訴訟取り下げ.r支 援する会Jを 解散

◆長時間労働によりうつ病発症、刈谷労基署へ労災申請、名古屋地裁で勝利判決
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◆西三河地域で新たな組織作りを

2009年 6月 12日、刈谷市民会館で支援す

る会の解散総会を行いま した。あい さつに

立った岩井弁護士は、判決は判例集にも取

り上げ られ、 日本の企業に対 して警鐘 を打

ち鳴 らす金字塔 を うちたてたものだ (大意)

と強調 されま した。川野 さんは 「今後、自

分の経験 を生か して地域の運動にかかわっ

ていきたい」 と力強 く所信を語 りま した。

支援す る会は、今後 「現在進行 中の各種

裁判 を支援 し、西三河での労働環境改善連

動を推進 してい く恒常的組織の確立に向け

て現幹事が中心になって検討 していく」 と

い うことを明 らかに し参加者の拍手に包ま

れま した。今、三河地域では倉田裁判は じ

めい くつかのたたかいが継続 しています。

鳥居建仁先生の

公務災害認定を

求 め る 会

すべての支援運動にかかわってきた健康セ
ンターはこの提案 を心か ら受け止めて新 し
い連帯組織 が誕生す るこ とを願 っていま

す。

トヨタ関連の非正規労働者の要求を受け
止めて組織化に全力投球を している 「ふれ
あいユニオン」はすでに三河支部を発足 さ
せボランテイア専従者 (小林 さん)を 配置
しています。また愛労連が中心になって進
めてきた トョタシンポジュームや トョタ総

行動の長い歴 史もあ ります。 これ らの蓄積
を足がか りに して トヨタと向き合 う拠点づ

くりとい う戦略的で柔軟な発想が求められ
ているのではないで しょうか。

(文責 :近森 泰 彦)

鳥居裁判の進展と課題
、              事 務局長

豊橋市立石巻中学校元教諭 ・鳥居建仁先

生は、2002年9月 13日、学校祭の最中に脳

内出血で作Jれま した。勤務中の災害なので

公務災害申請 しま したが認められず、2008

年 12月2日 、公務災害認定を求め提訴 しま

した。

被告の主張は、地方公務員及害補償基金

愛知県支部や、支部審査会が認めた部活動

や時間勤務 さえ認 めず、発症一
ヶ月の時間

外128時間50分に対 して46時間 5分 とい う、

鳥居先生の労働実態を全 く無視 した反論書

を提出 してきま した。

さらに原告のもや もや病についても、先

天的なもので 自然的経過により発症 したと

してお り、発症が疲労の蓄積 とス トレス、

労働の過重性が血管を破損 させたことも全

面否定 しています。

もや もや病については、脳神経外科 。新

宮正医師に、医学的知見の意見書をを提出

杉林 信 由紀

す る準備を しています。

原告の生徒指導主事の公務分掌や部活動

の過重生を明 らかに しなが ら、発症 した20

02年は新学習指導要領が改訂 され、その対

応による精神的負担等様 々な角度か ら反論

し、公務災害であることを立証 したい と思

つています。

運動の課題 としては、引き続 き傍聴席を

埋め尽 くす こと、裁判所への要請署名の規

模 とスピー ドを上げて世論に訴える活動を

広げていきます。

また、労働組合や民主団体への訪間に取

り組み、支援の要請 と豊橋市内小中学校教

職員全員に二度 目の訴 えの発送を します。

この闘いで、深刻な教育現場の実態を明

らかにしなが ら、被告側の 「公務外あ りき」

を崩 し、必ず公務災害認定を勝ち取る決意

ですc皆 様の温かいご支援 をお願い申し上

げます。
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『○○という字はどう書くんでしょJ

以前、国民救援会が梅尾 さんや小池 さ人ノ、

倉田さんの裁判支援 を訴える朝 ビラ配布に

参加 しま した。その時、 「環Jと と/て訴 え

る梅尾 さんの姿が印象的で した。 「障害者

の公的分ヽルパーを契約途中で打ち切つたこ

とを不当Jと して訴 えられた と聞きまtンた0

民間ヘルパーに移行 したこともあ り、難 し

い裁判だな― との感想 を持っていま した。

5月23日、梅尾裁判 を初 めて傍聴 に/ま し

た。名古屋市は,公的ヘルパユは廃止 した

が、研修などを行い民間ヘルパーで同様の

体制をとつてお り何 ら問題ない との見解で
―
,~。

視聴党障害者には 「代筆Jや 「代読」サ

ー ビスは欠かす ことができないそ うです。

梅尾 さんが民間ヘル パーの方 に手紙 の代筆

を頼 んだ ところ、 「〇 〇 とい う年 は ど う描

くんで しょ うか」 と聞かれたそ うです。 生

後 10ヶ 月 で 全 首 に な つた梅 尾 さん に とつ

て、たぶんその言葉 は冷水 を浴びせ られた

よ うな出来事だった と思い ます。

この一場面で、裁判 の本質すべて を知 っ

た気持 ちです。裁判 は結審 し、後 は判決。

私 に とつて この出来事 に名古屋市 は ど うこ

た えるのか 関心 ご とです。 「公 的ヘ ルパー

は廃止 したが、研修 な どを行 い民間ヘルパ

ーで同様 の体制 とつたJと して と して事 が

済むな ら、名古屋市の障害者支援策 とはそ

の程度 の こ とか と言 わ ざるを得 ませ ん。

(文黄 :吉川iL本)

東海北陸国公

労安学習会

6月 5。6日 、滋賀県長浜市で国公労連第

23回労働学校 (中部)が 開催 され ました。

愛知をは じめ岐阜 ・二重 ・静岡 ・福井 ・石

川 ,富 山か ら組合役員など70人ほどが集ま

り、 「地方分権や道州制」 「今 日の国公労

国 民 の 目 線 で 職 場 と 行 政 を 見 直 す

21世 網を担う回公大運動

働運動 Jな どに加 え、 「働 く者 の メン タル

ヘル スJを 題材 としンた労働安 全衛 生の学習

会 も行 われ ま した。 名古屋水道労働組合 の

取組 。経験 な どを愛知健康セ ンター吉川理

事が報告 しま した。

・職場 で取 りくなべ き ヒン トが、い くつか聞

くことができた。帰 つてか ら活用 していきた

い。 まず は長時間労働 の解消 を実行,こ うい

つた課題 をや)っとコマを増や して そぅらいたい。

・公務職場の メンタルヘル スは、本人に とつ

ては職場復帰 を含 めた対策が当然求 め られ る

が、残 され た職員 に対 lンての フロー等 を しっ

<参 加者のアンケー トの一部 >

か りできる体制 にな え)なけねノば、第二 ・第 二

のメンタル疾思の出 る恐れがある。 こ の点に

ついて も要求等をあげてい くのが重要 と考え_

る。

・「定年退職時は′出ヽ身 とに)元気な体で返すJ良

い言葉 だ と思います。職場では終電で帰 り始

発で来ることもしば しばあ ります。
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過 労 死

110番

過労死弁護団による 「過労死 。過労自殺 ・

過労疾患 110番Jが 父の 日の前 日、6月 20
日に 30都道府県で行われました。愛知では

i 当シど=とや労 当ラ管理あ仕事を掛|チ斉ちで7fTじ
深ヽ夜動神不続貞」勤務を続|チ|

1致死1生不整脈により突然死した(30代男性)。

! を自深夜違((5蒔 適ぎ)まセ筋ま 景終あ深枝ンヽ文t痛宅じ1蔀下とあ茜そ
iトラブルがあったりして,ぅ っ病を発症し,自 殺した (40代 男性,研 究職)

過労死弁護団と愛知健康センターが協力 し
て南部法律事務所で行われま した。センタ
ーから宮崎、今枝、鈴木が参加 しました。

地  域 本目言炎

件数
声  災   補   償 予防 i過

重労働

その

他
うち丹凶=′い

臓疾患

うち自殺・精

神疾患

うちその他ス

トレス疾患

その

他
全  国 276 114 (56) 1 9 ( 1 1 ) 79 (40) ワ

つ

ワ

仰 4 (3) 93 ハ9

愛  知 ワ
０

９
々 6

９

勺 1 4 1 (0) 1 1 ( 5 )

全里望ンター通信 No 121(通 巻131号) 2009年 7月 ]国

厚生労働省が平成20年度の労災認定状況を発表
厚労省は、2009年6月 8日 、 十脳 `心臓疾患及び精神

障有等に係る労災補償状況 (2008年度)に ついてJを 発
表しまtンたo

図 1 精 神障害等に係る労災請求 ・決定件数の推移
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職  場  の

労働安全衛生

極 めて残念 な ことに、私 の勤 める上下水

道局では、 この 1年 間 (08年 度)に 、現

職 で 亡 くな った組 合 員 の 多 か った年 で し

た。宅i古屋水道労働組合 (名水労)は 、こ

れ まで安全衛生活動の柱の一つに、 「定年

時には、組合員を健康な体で、家族の元に

お返 しをするJこ とを目標に取 り組んでき

ましたが、痛ま しいことに、 自ら命を絶つ

とい う組合員 も複数お /ELえにな られ ま し

た。 こうした悲 しい出来事は、絶対に起こ

してはならない と思います。

私が、水道局 (当時、現在 は上下水道局)

に入つてまもなく、水道管マ ンホールを調

査中に酸欠事故が発生 (1980年 )し 、

2名 の職員が亡 くなるとい う重大事故が発

生 しました。亡 くなった 1名 は、労働組合

の青年婦人部の取 り組みで、
一緒にテニス

合宿等にも参加 した仲間で した。取 り返 し

のつかない重大事故だっただけに、その後

の安全衛生活動は、労使 ともに、再発防止

のために、必ず、その教司||を確認する連続

だった と思います。

しか し、以降 も、疾病による死亡も含め

現職死亡ゼ ロを継続す ることは大変困難な

課題であ り、原因理 由は様 々ですが、何人

かの仲間を現職 中に失 うこ とが続 き ま し

た。 と りわけ、仲間の 自殺に関 にンては、ど

うして防げなかったのか、労働組合 として

も仲間としても他にできることはなかつた

のか、いつ t)自責の念を禁 じ得ませんで し

た。

名水労が、 1972年 か ら毎年 欠か さず

に実施 して きた活動 に、安全衛生学習会が

あ ります。 04年 以前 は、 1泊 2日 の泊 ま

りが けで、夜 t)交流 を深 める形 でず つ と行

って きま したが、 37回 目となる今年 は 1

70名 の参加 で、 1日 かけて学習 と討論 を

行い ま した。 ここ数年 は、学習会での基調

講演 と して、メンタルヘル ス問題 を連続 し

て取 り上げて きま した。 メンタルヘル ス不

全 は、全国 どこの職場 で も深刻 な状況 とし

て広 がっていますが、上記 の とお り取 り返

しのつかない結果 を招 かないために、職場

で、仲間で何 がで きるのか、大 きな課題 と

なっています。

名水労 には、庄司、百合草、吉川氏 な ど、

全国に名の知ねノた、安全衛生活動 の大先輩

が見 えます。 常にその大 きさに押 しつぶ さ

れそ うにな ります が、その先輩 方か ら教 わ

って きた こ との一つ に、 「安全衛 生活 動 に

員午金 は示11かた企いJ と い うことがあ りま
―
す。

初歩 的な行動 の繰 り返 し、時にはバカ ら し

く思 えて t)、
一ユ事故 が起 きれ ば、取 り返

しのつかない こ ともあるだけに、それ を軽

祝 した ことで、後に悔や まれ ることが度 々

あ ります。 人間は、本来学習機能 を有 して

い るはず でづ
~が

、 こ の ことだ けは、 体 にキト

み込 ませ 、覚 え させ るよ う、 これ か らや)伝

えていきたい ことだ と思い ます。

安全衛生活動に貯金は利かない
名古屋水道労働組合 水 谷達也
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健康で働き続ける社会のために いのちの事厳を守る裁判の支援をお願いします。

裁判の進行状況と、支援する会の運動の動きをお知らせします。(順序不同)
公正で道理ある判決を求め、多くの市民が注 目していることが伝わるように、あなたも傍
聴に参加 してください。署名にも協力ください。原告を激励 してください。

堀裁判一高裁

(豊川市職員過労自死の公務上災害認定を求める)

6月 27日法廷が開かれ、被告準備書面への反

論やパ ワハラの労災認定事項が増えたこと。

市議会の記録 (ファミリーサポー ト支援準備の

遅れ)などが証拠 として提出されました。要請

署名は3,877筆を提出しました。次回は 8月 21

日13時15分。

鳥居裁判一地裁

(先生が過労で倒れ障害者に、公務災害の認定

を求める)

弁論準備 の法廷が 7月 3日 (金)11時 30分か
｀
ら開かれ ます。被告 は学校祭の準備 、教科検

定等 をボ ランテ ィア と反論 し、時間外勤務教

を大幅 に否 定 してきま した。原告弁護団は当

時の同僚 な どの証言 を基に全面的に反論 して

い きます。

小池裁判―高裁 、

(マツヤデンキ過労死損害賠償訴訟)

須 国民男医師 (′苫臓機能の専門医)の 証人尋

間が9月7日 13時30分か ら行われ ることにな り

ま した。 この間、須 田証人の採用 を求める国

体署名が145筆、個人署名5,412筆が大きな役

割 りを果た しま した。公正裁判 を求める要請

署名は23,219筆にな りました↑

倉田裁判一地裁

(刈谷市職員過労死の公務上災害認定を求める)

6月 7日午後、刈谷市民会館で 「支援す る会総

会Jが 開かれ ま した。総会 には刈谷市民を始

め過 労死 を考 える家族 の会や 自治労連、健康

セ ンターな ど、50人が参加 し、 1年 間の活動

報告 と会計報告 を承認 しま した。記念講演の

樽井弁護士か ら事件の経過 と展望が報告 され

ま した。次回弁論準備 は 7月 8日 午前 10時。

次々回 9月 30日午後 4時 。

藤原裁判一地裁

(中電労働者アスベスト損害賠償訴訟)

中電退職者のア スベ ス ト健診 で11人の受診者

の うち10人が陽性 の結果に。厚生労働省 と愛

知労働局に被害防止 と救済な どを申 し入れ ま

した。 「安全配慮義務違反Jが ますます重みを

もつてきま した。判決 は 7月 7日 (火)4時

か らです。

7月10日 「判決検討会Jを 労働会館で行います。

小出裁判―高裁

(ソフ トバンク過労自死損害賠償訴訟)

裁判所の和解勧告を受け、

に合意 しました。 (言羊細は 1

6月 2日 和解 勧 告
・2面 を参照)

市バス運転手 ・山田公務災害基金

(パワハラで自死、公務災害中請)

市バ ス運転 手であつた 山田さんは、運転行

為 を巡 って上 司の不 当な差別 ・パ ワハ ラス

メン ト・い じめを うけ、これ に抗議 し自死c

- 13 -



エッセイ

腐掛こらえてうにごえ喫茶
一宮健康センター事務局長 三 栄 国 康

坐骨神経痛がひど<数 十メートルごとにしゃがんで休憩しなしヽと下半身の激痛

としびれで歩けないのに、「うたごえ喫茶」開催まであと5日。局」冊歌集を仕上げ

なければならなしヽ時に、電話で 「さわやかなエッセイを」書しヽてくれと言う。「全

然さわやかじやなしヽよ」としヽおうとしたが、電話の主が明男さんなので電|き受け

てしましヽました。うたごえ喫茶は何とか成功したと思しヽます。冒頭、水谷和樹さ

んは 「わたぼこのなかに咲しヽた花」を独唱しましたが、やはり、繊維の町を意識

されたのでしようか。

半Nさ んは 「貧ししヽ農村から労働力として中学校を卒業したばかりの15歳の少

女たちが愛知県へ集団就職して、過酷な労働と低賃金、無権利の中で働かされま

した。その中で立ち上がつた少女たちの姿を映画化しました。『明日へ紡ざつづけ

て』です。」と語り、「紡績女工はもう泣かなしヽよ」の大含B昌をリードしました。

やはり繊維の町なのですね。

 ヽ ♭ 「夫が国鉄劣割民営化で北海道から名古屋にきました。夫がなくなり、北海

道へ帰ります。」と言つてMさ んは 「さらし者のブルース」をリクエスト。尾西の

中村晴彦さんが,いをこめて歌しヽ、感動の渦。

♪ 「『仕事の歌』を亡くなられた林学さんに指導していただきました」「林学さ

んを追悼して、『お<り もの』を手話付きで歌しヽます。皆さんもご一緒にどうぞ」。

我が一宮うたごえ下omorrowの 「ハイタッチ」では会場全部がハイタッチしなが

ら歌しヽました。この曲も林宰作曲。

途中で演案されたリコーダーの 「君をのせて」や 「モルダウ」には、「リコーダ

ーの音色がとてもきれしヽでした。来て得した気がしました」と感想が寄せられま

した。新婦人一目の支部長からは 「とても良かつた。毎日走り回つて疲れてまし

たが元気が出ました。また明日から頑S長れそう」と感想文が届きました。うたご

え喫茶をやつてよかつた。これは無くてはならないものではなしヽのかなと思われ

た次第です。

なお、「林学をうたう～林学を送る会」は、7月4日 (土)15:30～ ライフプラ

ザ伏見 ・鯖城ホールです。
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事 務 局 日 誌

力0入団体の署名など、健康センターを経由したものを紹介します。

今後、内容を充実します。今回はわかる範囲で報告します。

<5月 ・6月分 >

倉田支援する会へ  40筆

鳥居支援する会へ  15筆

堀  支 援する会へ 149筆

小池支援する会へ  406筆

5月 1国 金

5月 11日 月

5月 15日 金

5月 18日 月

5月 19日 火

5月 20国 水

5月 21日 本

5月 22日 金

D月 26日 火

名高教来所
教育予算府増やせの署名要請

健康センターエユース5月暑E口届」・

発送

電話相談
危険作業による労安法違反

Kさんパソコン1場理 2週 間くらい
か|すて完了(5月初めから動作不良)

(メール不調でしばら<ご 迷惑か|ナ
ました)

杉山さん来所
利報告集会の相談

タワシー運転手Kさん来所
裁半」の本目談

杉出さんから陣中見舞い、
マスク届く  (新 型インフルエンザ)

Hさん来所 パ ワハラ退職の相談

喬求座来所 C型 肝糞公演依頼

NHK取 材来所
最近の労安事情

月 堀公災 豊 川市役所訪問調査

力0藤 (伸)さん来所 徳 出導水路
反対運動

木 中央労働安全衛生学校参力B 鈴 木

6月 1日

6月 3日

6月 4日

水

パワーポイント貸出
IHI連絡会名古屋

6月5日 金昌全墨渥鎌番十奔
6月13日 土覇暮藝裂蚕尻墨高

所

6月16日 火
葛詫擢暴繁弁護士と協議

6月帽日 本
尖訟 菖観蒋

イキ幌 働

5月29日 金 Mさん来所 患 子の過労自死相談

全国センター理事会 宮 崎出席

6月 20日  土

6月 24日  水

6月29日 月  健 康センターニユース了月暑編集

「精神障害の判断指針の見直し」

労働講座 東京  大 家参加

過労死110番(宮崎、今枝、鈴木)

1市ノミス運転手出日さん支援の会
立上げ相談

筑波大大学院生 池谷氏来所
「家族の会」運動の取材 相木 ・鈴木

このコーナーは、
健康センタ

ーを介して
力B入する団体の、いのちと健康を

守る取り組みを随時紹介
していきます。

職場で活用できる

靖働球会簡去捻の

基礎純謝

全労lyJ省労働組含中央執行委員

古市 泰 久 喜

定価 1000円
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腎

レ /宏 鶴 %ノ 牽 ノ 練 ″ 控 ′ 蒙 /ね 麟 酵 /穀 /適 踏
発 ィ

練 ノ 控 ノ 野 ′ 舞 /理 連 軍

:類

ノ 宰 ノ 牽 /寮 ′ 牽 /舞 /芝 登 レ ノ 々 /辺 ョ レ ノ 牽 ノ る 日 ″ 〃 力 四 R憶

積ヽ極的にご参加を!           ミ
ヨ(土 )午 後 2時    R
卜館 2階 会 議 室    ミ
とめの労働協約作 りと労安活動」     ミ
:一般労連執行委員長)         ミ
塑′ ノ 穀 ノ ー

ー
ノ ‐t r / ノ 左霞 ″ ′ 路葱 ン ノ Z笛 〃 ノ 題 ノ 返密 y /透 鏑タ ノ 療 /逐 軽ヌ /返 曇 ヌ ク 穀 ノ 髪 カ

「正り】〓

月  日 事 項 時間 ・場所 な ど

7月 1～ 7日 舎 国 安 舎 週 間

7月 2日 (木) 事務局会議 10:00 事務所

第 4回 理事会 18:30 労働会館 2階 会議室

3日 (水) 公務災害認定 。鳥居裁判 (弁論準備) 11:30 名 古屋地裁201号法廷

ダイセ キ地労委 13:30 地 方労働委員会 (8階 )

7日 (火) 中電アスベス ト被爆 ・藤原裁判判決 16:00 名 古屋地裁 1103法廷

8日 (水) 公務災害認定請求 。倉 田裁判 (弁論準備) 10:00 名 古屋地裁 1103法廷

9日 (木) アスベ ス ト対策愛知連絡会 ・事務局会議 14:00 労働会館 2階 会議室

10日(金) 中電アスベス ト・藤原判決検討会 13130 労働会館 2階 会議室

14日 (火) 堀弁護団会議 13:30 南部法律事務所

21日 (火) 事務局会議 10:00 事務所

8月 3日 (月) 事務局会議 10100 事 務所

7日 (金) 第 4回 全国センター理事会 13:00 東 京 ・全労連会館

21日 (金) 豊川市職 員 ・
坪裁判 13:15 名 古屋高裁

25日 (火) 事務局会議 10:00 事 務所

8月 29日 (土) 第19期愛知健康センター総会 14:00 労 働会館本館 2階 会議室

9月 2日 (水) 過労死研究会 18:30 水野法律事務所

7日 (月) マツヤデンキ・/卜池裁判須田医師証人尋問 13:30 名 古屋高裁

11日(金) 全国センター結成10周年記念集会 13100～17:00 全 労連会館

27日 (日 ) ドラック
｀
スキ

ヾ
ヤマ損害只き償 ・杉山裁判勝利報告集会 13i30 労 働会館東館 2Fホ ール

30日 (水) 刈谷市職員 。倉田裁判 (弁論準備) 16:00 名 古屋地裁

10月 3～ 4 アスベ ス ト110番 (重工産労 と共 同) 10:00～16:00南部法律事務所

24日 (土二) ソフ トバンク・小出裁判和解報告集会 16:00労働 会館本館 2階 会議 室
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